
実地指導対策と自立支援型
ケアマネジメントについて

株式会社 シャカリハ
Social Re-Habilitation Design.inc (S.R.H.D.)

代表取締役 三浦 浩史

syakariha@gmail.com

東淀川区居宅介護支援事業者連絡会2019.1.18

～ケアマネジャーの実務の不安を一緒に解消しましょう～
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日付 項目
平成31年4月1日 新元号発表（予定）、特定事業所加算（Ⅳ）開始

2019年5月1日

新元号開始（予定）

システム変更

帳票の表記変更

社内外の書類変更

2019年8月1日 負担割合証・負担限度額認定証等の更新

2019年10月1日

消費税10％へ（予定）

区分支給限度額変更（予定）

介護報酬変更（予定）

障害福祉サービス変更（予定）

居室料・食費の変更（予定）

負担限度額認定の基準額・減額が変更（予定）

居住系サービス（有料等）の一時金・家賃・管理費等の変更

福祉用具貸与・購入費の変更

処遇改善加算の新加算開始（予定）

地域支援事業（介護・障がい等）はどうなるのか？





2018年度 3法改正のポイント
予防（介護・疾患・生活困窮等）

自立支援・重度化防止

①生活機能向上 ②リハビリテーション

③障がい者の在宅復帰・就労定着

人材不足への対応（介護ロボットなど）

連携（医療・介護・障害・子供・生活困窮など）

看取り支援

子ども支援

規制緩和（混合介護解禁）



介護保険法

 第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介
護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管

理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その
有する能力に応じ自立した日常生
活を営むことができるよう、必要な保健医療

サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき
介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民
の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。



大阪市の場合



1. ケアマネジメント上、判断に悩むことが発生

2. 知っている人に聞く。地域包括に聞く

3. 介護保険法、政令、省令、告示、通知を調べ、
正しく理解する

4. 市町村の通知、指導を確認

5. 知っている人に聞く。地域包括に聞く

6. ここまで調べても判断できないことは、
「保険者判断」となるため、保険者に相談

運営基準の確認


